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◎本人同意

◎本人提供

●機関内部での目的外利用

●他の行政機関等への外部提供

●統計の作成

●学術研究

●本人利益提供

法第69条

保有個人情報

第２項 目的外利用・
外部提供の禁止の例外

目的外又は外部提供

◎目的内

●特別の理由があるとき

◎＝該当すれば目的外利用・提供可
●＝取扱基準に基づき判断（不可もあり）

可

可

可

・必要な限度であるか
・相当の理由があるか

・必要な限度であるか
・相当の理由があるか

・統計の用に該当するか

・明らかに本人の利益となるか

・特別の理由につき4条件に該当するか

・学術研究であることを証する書面等（協定、
研究機関依頼文や本人宣誓書など）

・事後の成果報告（論文等）

保有個人情報の目的外利用・外部提供の判断（全体図）

原則禁止の規定

資料２
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保有個人情報の目的外利用・外部提供の判断（取扱基準下案）

●機関内部での目的外利用

●他の行政機関等への外部提供

●統計の作成

●学術研究

●本人利益提供

●特別の理由があるとき

必要な限度であるか ⇒ 利用希望課が利用申請書により根拠法令等を示し、情報保有課が審査

相当の理由があるか ⇒ 具体例を過去の答申等から例示、特別の理由４条件の②、④

統計の用に該当するか ⇒ 統計の定義づけ、判断基準（統計とはどのようなものを指すか）統計法を参考にする
ことが適当か？、統計法36条（統計法施行規則第35条）

学術研究であることの担保 ⇒ 証する書面等（市との協定書、研究機関依頼文や、個人の場合本人宣誓書が
考えられるか、成果を公にすることを条件とするか）、提供後は、成果報告（論文等）の提示を求めるか？

明らかに本人の利益となるか ⇒ 判例等により判断基準や具体例を提示

特別の理由があるか ⇒
①行政機関等に提供する場合と同程度の公益性があること
②提供を受ける側が自ら当該保有個人情報に相当する個人情報を取得することが著しく困難であること
③提供を受ける側の事務が緊急を要すること
④当該保有個人情報の提供を受けなければ提供を受ける側の事務の目的を達成することが困難であること

●すべてに共通 要配慮個人情報である場合には、さらに厳格な網をかける必要性があるか

法令に規定があるか ⇒ 直接の規定がある場合はもちろんのこと、保護法適用除外規定も確認が必要（統計法52条のような
もの）
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